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七

一

概
説

１

協
定
の
成
立
経
緯

平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
構
成
国
並
び
に
日
本
、
中
華
人
民
共
和
国
及
び
大
韓
民
国
（
以
下
「
Ａ

(1)
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
」
と
い
う
。
）
並
び
に
香
港
の
財
務
当
局
の
長
及
び
中
央
銀
行
総
裁
の
間
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
同
国
の
一
般
国
内
法

人
と
し
て
有
限
責
任
法
人
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
プ
ラ
ス
三
箇
国
マ
ク
ロ
経
済
調
査
事
務
所
（
以
下
「
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
が
設
立

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
平
成
二
十
年
（
二
千
八
年
）
に
始
ま
っ
た
世
界
経
済
危
機
が
こ
の
地
域
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
懸
念
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
受
け

て
、
平
成
二
十
一
年
（
二
千
九
年
）
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
特
別
財
務
大
臣
会
議
に
お
い
て
、
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
に
関
す
る
監
視
並
び
に
調
査

及
び
分
析
業
務
を
担
う
機
関
の
早
期
設
立
が
必
要
と
の
認
識
で
一
致
し
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
現
在
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
の
一
部
及
び
関
係
す
る
国
際
機
関
か
ら
任
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
な
全

(2)
て
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
を
改
善
し
、
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
に
関
す
る
監
視
等

を
行
う
機
関
と
し
て
よ
り
効
果
的
に
機
能
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
そ
の
独
立
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
合
の
枠
組
み
の
中
で
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
効
果
的
に
そ
の
機
能
を
果
た
す
こ

(3)
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
が
議
論
さ
れ
た
結
果
、
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
を
条
約
に
基
づ
く
国
際
機
関
と
し
、
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
法

的
地
位
等
を
付
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
十
月
か
ら
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の

機
能
を
引
き
継
ぐ
国
際
機
関
を
設
立
す
る
た
め
の
条
約
の
作
成
に
向
け
た
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
（
二
千
十
四
年
）
十
月
、
こ
の
協
定
が
署

名
さ
れ
た
。

２

協
定
締
結
の
意
義

こ
の
協
定
は
、
地
域
の
経
済
の
監
視
等
を
通
じ
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
安
定
性
の
確
保
に
貢
献
す
る
国
際
機
関
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
プ
ラ
ス

三
箇
国
マ
ク
ロ
経
済
調
査
事
務
局
（
以
下
「
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
運
営
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ

の
協
定
を
締
結
し
、
そ
の
早
期
発
効
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
が
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
安
定
化
の
た
め
の
協
力
を
主
導
し
て
い
く
と
の
見
地
か
ら

有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。



二

３

協
定
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対
し
法
人
格
を
付
与
す
る
義
務

(1)

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
事
務
局
長
等
に
対
し
特
権
、
免
除
等
を
付
与
す
る
義
務

(2)

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
運
営
経
費
と
し
て
分
担
金
を
支
払
う
義
務

(3)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
設
立
は
、
世
界
経
済
の
け
ん
引
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
地
域
の
金
融
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
我
が
国
を
含
む
世
界
全
体
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
の
安
定
化
を
図
る
上
で
有
意
義
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
の
安
定
化

に
積
極
的
に
貢
献
し
、
我
が
国
が
今
後
引
き
続
き
地
域
に
お
け
る
金
融
協
力
を
促
進
し
て
い
く
観
点
か
ら
も
、
こ
の
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

二

協
定
の
内
容

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
八
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
一
の
付
表
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

設
立
及
び
加
盟
者
（
第
一
条
）

締
約
者
は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
目
的
及
び
任
務
の
遂
行
の
た
め
完
全
な
法
人
格
及
び
法
的
能
力
を
有
す
る
国
際
機
関
と
し
て
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
を
設
立
す

る
。

２

目
的
（
第
二
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
地
域
の
経
済
の
監
視
及
び
地
域
金
融
取
決
め
の
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
安
定
性
の
確
保
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

任
務
（
第
三
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
加
盟
者
の
マ
ク
ロ
経
済
の
状
況
及
び
金
融
の
健
全
性
に
つ
い
て
監
視
し
、
評
価
し
、
及
び
加
盟
者
に
報
告
す
る
こ
と
、
地
域
に
お
け
る
マ

ク
ロ
経
済
及
び
金
融
に
係
る
危
険
及
び
ぜ
い
弱
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
危
機
を
緩
和
す
る
た
め
の
政
策
的
な
勧
告
を
作
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
加
盟
者
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３

協
定
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対
し
法
人
格
を
付
与
す
る
義
務

(1)

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
事
務
局
長
等
に
対
し
特
権
、
免
除
等
を
付
与
す
る
義
務

(2)

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
運
営
経
費
と
し
て
分
担
金
を
支
払
う
義
務

(3)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
設
立
は
、
世
界
経
済
の
け
ん
引
役
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
地
域
の
金
融
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
強
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
我
が
国
を
含
む
世
界
全
体
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
の
安
定
化
を
図
る
上
で
有
意
義
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
状
況
の
安
定
化

に
積
極
的
に
貢
献
し
、
我
が
国
が
今
後
引
き
続
き
地
域
に
お
け
る
金
融
協
力
を
促
進
し
て
い
く
観
点
か
ら
も
、
こ
の
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

二

協
定
の
内
容

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
二
十
八
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
一
の
付
表
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

設
立
及
び
加
盟
者
（
第
一
条
）

締
約
者
は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
、
目
的
及
び
任
務
の
遂
行
の
た
め
完
全
な
法
人
格
及
び
法
的
能
力
を
有
す
る
国
際
機
関
と
し
て
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
を
設
立
す

る
。

２

目
的
（
第
二
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
地
域
の
経
済
の
監
視
及
び
地
域
金
融
取
決
め
の
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
を
通
じ
、
地
域
の
経
済
及
び
金
融
の
安
定
性
の
確
保
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３

任
務
（
第
三
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
加
盟
者
の
マ
ク
ロ
経
済
の
状
況
及
び
金
融
の
健
全
性
に
つ
い
て
監
視
し
、
評
価
し
、
及
び
加
盟
者
に
報
告
す
る
こ
と
、
地
域
に
お
け
る
マ

ク
ロ
経
済
及
び
金
融
に
係
る
危
険
及
び
ぜ
い
弱
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
危
機
を
緩
和
す
る
た
め
の
政
策
的
な
勧
告
を
作
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
加
盟
者

を
支
援
す
る
こ
と
、
地
域
金
融
取
決
め
の
実
施
に
当
た
り
加
盟
者
を
支
援
す
る
こ
と
等
を
任
務
と
す
る
。

４

加
盟
者
の
協
力
（
第
四
条
）

各
加
盟
者
は
、
自
己
の
関
係
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
活
動
の
た
め
に
合
理
的
に
必
要
と
さ
れ
る
関
連
す
る
情
報
及
び
支
援
を

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
提
供
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
誠
実
に
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
協
力
す
る
。

５

業
務
（
第
五
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
毎
年
、
各
加
盟
者
と
協
議
（
年
次
協
議
訪
問
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
目
的
及
び
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
望
ま
し
い
と
認
め

る
報
告
の
準
備
等
を
行
う
。

６

機
構
（
第
六
条
）

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
、
執
行
委
員
会
、
諮
問
委
員
会
、
事
務
局
長
及
び
職
員
を
置
く
。

７

執
行
委
員
会
の
構
成
（
第
七
条
）

各
加
盟
者
は
、
執
行
委
員
会
に
代
表
を
出
す
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
、
代
理
を
二
人
ま
で
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
人
の
財
務
代
理
は
、
加
盟
者
の

政
府
か
ら
財
務
に
責
任
を
有
す
る
者
が
、
一
人
の
中
央
銀
行
代
理
は
、
加
盟
者
の
中
央
銀
行
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
機
関
か
ら
、
任
命
さ
れ
る
。

８

執
行
委
員
会
の
権
限
及
び
手
続
（
第
八
条
）

こ
の
協
定
に
基
づ
く
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
権
限
で
あ
っ
て
、
諮
問
委
員
会
又
は
事
務
局
長
に
付
与
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
全
て
執
行
委
員
会
に
属
す
る
も
の
と

し
、
執
行
委
員
会
は
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
準
備
す
る
報
告
並
び
に
事
務
局
長
が
準
備
す
る
他
の
報
告
及
び
評
価
の
検
討
、
年
次
報
告
、
年
次
予
算
及
び
事
業
計
画

の
検
討
及
び
承
認
、
事
務
局
長
及
び
諮
問
委
員
会
の
委
員
の
任
命
等
を
行
う
。

９

投
票
（
第
九
条
）

執
行
委
員
会
の
会
合
の
定
足
数
は
、
代
理
の
過
半
数
で
合
計
し
て
付
表
に
定
め
る
総
投
票
権
数
の
三
分
の
二
以
上
を
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。
執
行
委
員

会
の
決
定
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
付
表
に
定
め
る
総
投
票
権
数
の

三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
承
認
で
効
力
を
生
ず
る
。

諮
問
委
員
会
（
第
十
条
）

10



四

諮
問
委
員
会
は
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
よ
る
マ
ク
ロ
経
済
の
評
価
及
び
勧
告
に
対
し
、
時
宜
を
得
た
戦
略
的
、
技
術
的
か
つ
専
門
的
な
意
見
を
事
務
局
長
に
提
供

す
る
。
諮
問
委
員
会
は
、
経
済
の
専
門
家
で
あ
る
六
人
以
下
の
委
員
で
構
成
す
る
。
諮
問
委
員
会
の
委
員
は
、
執
行
委
員
会
が
任
命
す
る
。

事
務
局
長
及
び
職
員
（
第
十
一
条
）

11

執
行
委
員
会
は
、
事
務
局
長
を
任
命
す
る
。
事
務
局
長
は
、
執
行
委
員
会
の
会
合
に
出
席
す
る
。
事
務
局
長
は
、
地
域
の
マ
ク
ロ
経
済
及
び
金
融
の
状
況

並
び
に
政
策
に
関
す
る
定
期
的
な
評
価
を
執
行
委
員
会
へ
提
供
す
る
こ
と
等
を
行
う
。
事
務
局
長
及
び
職
員
は
、
任
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対

し
て
の
み
責
任
を
負
い
、
そ
の
他
の
当
局
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

秘
密
性
（
第
十
二
条
）

12

代
理
及
び
代
理
代
行
、
諮
問
委
員
会
の
委
員
、
事
務
局
長
及
び
職
員
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
た
め
の
任
務
を
遂
行
す
る
専
門
家
等
は
、
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
間

又
は
遂
行
し
よ
う
と
す
る
間
に
受
領
し
た
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

予
算
及
び
財
政
（
第
十
三
条
）

13

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
そ
の
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
を
提
供
さ
れ
る
。
事
務
局
に
関
す
る
経
費
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
が
負
担
す

る
も
の
と
し
、
残
余
の
全
て
の
経
費
は
、
付
表
に
定
め
る
分
担
金
の
割
合
に
従
い
、
加
盟
者
が
負
担
す
る
。

連
絡
（
第
十
四
条
）

14

各
加
盟
者
は
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
当
な
公
的
機
関
を
二
ま
で
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
そ
の
全
て
の
連
絡
を
当

該
公
的
機
関
に
対
し
て
行
う
。
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
公
用
語
は
、
英
語
と
す
る
。

所
在
地
（
第
十
五
条
）

15

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
本
部
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
置
く
。

地
位
、
特
権
及
び
免
除
の
目
的
（
第
十
六
条
）

16

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
効
果
的
に
そ
の
目
的
及
び
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対
し
、
各
加
盟
者
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
に

規
定
す
る
法
的
地
位
、
特
権
、
免
除
及
び
課
税
免
除
を
与
え
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
法
的
地
位
（
第
十
七
条
）

17
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Ｒ
Ｏ
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す
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。
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。
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、
執
行
委
員
会
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任
命
す
る
。
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務
局
長
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第
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）
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務
局
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す
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。
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す
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。
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す
る
こ
と
等
を
行
う
。
事
務
局
長
及
び
職
員
は
、
任
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対

し
て
の
み
責
任
を
負
い
、
そ
の
他
の
当
局
に
対
し
て
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

秘
密
性
（
第
十
二
条
）

12

代
理
及
び
代
理
代
行
、
諮
問
委
員
会
の
委
員
、
事
務
局
長
及
び
職
員
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
た
め
の
任
務
を
遂
行
す
る
専
門
家
等
は
、
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
間

又
は
遂
行
し
よ
う
と
す
る
間
に
受
領
し
た
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

予
算
及
び
財
政
（
第
十
三
条
）

13
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は
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れ
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す
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。
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）
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は
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Ｒ
Ｏ
が
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す
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こ
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が
で
き
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適
当
な
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的
機
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を
二
ま
で
指
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す
る
こ
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が
で
き
る
。
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Ｒ
Ｏ
は
、
そ
の
全
て
の
連
絡
を
当

該
公
的
機
関
に
対
し
て
行
う
。
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
公
用
語
は
、
英
語
と
す
る
。

所
在
地
（
第
十
五
条
）

15

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
本
部
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
に
置
く
。

地
位
、
特
権
及
び
免
除
の
目
的
（
第
十
六
条
）

16

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
効
果
的
に
そ
の
目
的
及
び
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
に
対
し
、
各
加
盟
者
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
に

規
定
す
る
法
的
地
位
、
特
権
、
免
除
及
び
課
税
免
除
を
与
え
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
法
的
地
位
（
第
十
七
条
）

17

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
完
全
な
法
人
格
を
有
し
、
特
に
、
契
約
の
締
結
、
不
動
産
及
び
動
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
訴
え
の
提
起
を
行
う
完
全
な
法
的
能
力
を

有
す
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
特
権
及
び
免
除
（
第
十
八
条
）

18

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
訴
訟
手
続
の
免
除
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
財
産
及
び
資
産
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
押
収
、
強
制
処
分
又
は
抵
当
権
の
実
行

の
免
除
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
記
録
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
所
有
し
、
又
は
保
管
す
る
文
書
の
不
可
侵
等
の
特
権
及
び
免
除
を
付
与
さ
れ
る
。

Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
人
員
の
特
権
及
び
免
除
（
第
十
九
条
）

19

代
理
及
び
代
理
代
行
、
諮
問
委
員
会
の
委
員
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
事
務
局
長
及
び
職
員
並
び
に
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
た
め
の
任
務
を
遂
行
す
る
専
門
家
（
以
下
「
Ａ
Ｍ

Ｒ
Ｏ
の
人
員
」
と
い
う
。
）
は
、
公
的
資
格
で
行
っ
た
口
頭
及
び
書
面
に
よ
る
陳
述
並
び
に
行
為
に
つ
い
て
の
訴
訟
手
続
か
ら
の
免
除
並
び
に
公
用
の
書
類

及
び
文
書
の
不
可
侵
等
の
特
権
及
び
免
除
を
享
受
す
る
。

実
施
（
第
二
十
条
）

20

各
加
盟
者
は
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
人
員
の
法
的
地
位
、
特
権
、
免
除
、
課
税
免
除
及
び
便
宜
を
自
己
の
領
域
内
で
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
と
る
。
法
的
地
位
、
特
権
、
免
除
、
課
税
免
除
及
び
便
宜
に
つ
い
て
は
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
が
所
在
し
て
い
な
い
加
盟
者
の
領
域
に
お
い
て
は
、
当
該
加
盟
者

の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
人
員
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
除
の
放
棄
（
第
二
十
一
条
）

21

執
行
委
員
会
は
、
代
理
及
び
代
理
代
行
、
執
行
委
員
会
の
委
員
並
び
に
事
務
局
長
に
与
え
ら
れ
る
免
除
を
自
己
が
決
定
す
る
範
囲
内
及
び
条
件
で
放
棄
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
局
長
は
、
職
員
及
び
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
の
た
め
の
任
務
を
遂
行
す
る
専
門
家
に
与
え
ら
れ
る
免
除
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
釈
及
び
紛
争
解
決
（
第
二
十
三
条
）

22

加
盟
者
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
紛
争
を
そ
の
紛
争
が
生
じ
た
時
か
ら
六
箇
月
以
内
に
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
。
当
該

交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
紛
争
は
、
執
行
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
そ
の
決
定
は
、
最
終
的
な
も
の
と
す
る
。

移
行
取
決
め
（
第
二
十
八
条
）

23

執
行
委
員
会
は
、
有
限
責
任
法
人
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
と
Ａ
Ｍ
Ｒ
Ｏ
と
の
間
の
移
行
取
決
め
を
監
督
す
る
。



六

最
終
条
項
（
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
）

24

こ
の
協
定
の
改
正
、
効
力
発
生
、
加
盟
者
の
地
位
及
び
脱
退
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

付
表

25

各
加
盟
者
の
分
担
金
の
負
担
割
合
及
び
投
票
権
数
の
配
分
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

２

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
付
表
に
定
め
る
割
合
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
分
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。



七

最
終
条
項
（
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
）

24

こ
の
協
定
の
改
正
、
効
力
発
生
、
加
盟
者
の
地
位
及
び
脱
退
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

付
表

25

各
加
盟
者
の
分
担
金
の
負
担
割
合
及
び
投
票
権
数
の
配
分
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

三

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

２

こ
の
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
付
表
に
定
め
る
割
合
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
分
担
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
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ピ
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シ
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者

平
成
二
十
七
年
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一
日
現
在

な
し




